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法
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的
告
示
〕

〇
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
文
書
等
の

管
理
に
関
す
る
法
律
第
七
条
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項
の
事
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の
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し
た
件
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又
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定
役
務
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る
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第
三

条
第
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に
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す
る
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務
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定
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る
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総
務
大
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の
定
め
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め
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又
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定
役
務
の
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達
手
続
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定
め
る
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令
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三
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一
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に

規
定
す
る
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務
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め
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の
定
め
る
額
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定
め
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件

（
財
務
二
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令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
の
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
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走
に
係
る
一
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走
場
当
た
り
の
開
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日

数
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開
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回
数
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に
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者
当
た

り
の
開
催
回
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定
め
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通
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〇
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日
執
行
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衆
議
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表
選
出
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員
の
選
挙
に
お
け
る
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会

の
場
所
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び
日
時
に
関
す
る
件

（
中
央
選
挙
管
理
会
一
五
）

〇
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
最
高
裁
判
所

裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
会
の
場

所
及
び
日
時
に
関
す
る
件
（
同
一
六
）

〇
令
和
四
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議
院
比
例

代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
欠
員
に

よ
る
繰
上
補
充
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日

時
に
関
す
る
件
（
同
一
七
）

〇
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十

人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う

場
所
及
び
日
時
を
定
め
た
件

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
海

道
選
挙
区
選
挙
長
一
、
同
東
北
選
挙
区
選

挙
長
一
、
同
北
関
東
選
挙
区
選
挙
長
一
、

同
南
関
東
選
挙
区
選
挙
長
一
、
同
東
京
都

選
挙
区
選
挙
長
一
、
同
北
陸
信
越
選
挙
区

選
挙
長
一
、
同
東
海
選
挙
区
選
挙
長
一
、

同
近
畿
選
挙
区
選
挙
長
一
、
同
中
国
選
挙

区
選
挙
長
一
、同
四
国
選
挙
区
選
挙
長
一
、

同
九
州
選
挙
区
選
挙
長
一
）

〇
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
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さ
れ
た
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
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ン
タ
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が
同
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第
二
項
に
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定
す
る
業
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行
う
主
た
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事
務
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を
変
更
し
た
件
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労
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一
六
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〇
次
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代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
次

世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
の
指

定
を
取
り
消
し
た
件
（
同
一
七
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〇
食
品
等
の
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続
的
な
供
給
を
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す
る
た

め
の
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等
の
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の
適
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に
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す
る
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的
な
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（
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〇
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速
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に
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す
る
件

（
国
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二
二
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〜
二
三
〇
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〇
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録
貨
物
軽
自
動
車
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全
管
理
者
講
習
機

関
の
登
録
の
件
（
同
二
三
一
〜
二
三
五
）

〇
登
録
貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理
者
定
期
講

習
機
関
の
登
録
の
件
（
同
二
三
六
）

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
一
）

〔
公

告
〕
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事
項

官
庁金

融
商
品
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取
戻

し
、
有
権
者
申
出
方
、
司
法
書
士
懲
戒
処

分
、犯
罪
被
害
財
産
支
給
手
続
開
始
決
定
、

税
理
士
懲
戒
処
分
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他
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法

規

的

告

示

区

分

額

物
品
等
の
調
達
契
約

四
千
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
建
設
工
事
の
調
達
契
約

三
十
億
二
千
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
契
約

三
億
円

特
定
役
務
の
う
ち
右
記
以
外
の
調
達
契
約

四
千
万
円

区

分

額

物
品
等
の
調
達
契
約

二
千
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
建
設
工
事
の
調
達
契
約

九
億
円

特
定
役
務
の
う
ち
建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
契
約

九
千
万
円

特
定
役
務
の
う
ち
右
記
以
外
の
調
達
契
約

二
千
万
円

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
の
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
に
係
る
一

競
走
場
当
た
り
の
開
催
日
数
及
び
開
催
回
数
並
び

に
一
施
行
者
当
た
り
の
開
催
回
数
を
定
め
る
告
示

一

一
競
走
場
当
た
り
の
開
催
日
数
及
び
開
催
回
数

競
走
場
名

開
催
日
数

開
催
回
数

桐
生
競
走
場

百
八
十
二
日

十
二
回

戸
田
競
走
場

百
八
十
六
日

二
十
四
回

江
戸
川
競
走
場

百
六
十
八
日

二
十
四
回

平
和
島
競
走
場

百
六
十
八
日

十
二
回

多
摩
川
競
走
場

百
八
十
二
日

二
十
四
回

浜
名
湖
競
走
場

百
八
十
九
日

十
二
回

蒲
郡
競
走
場

百
九
十
四
日

十
三
回

常
滑
競
走
場

百
八
十
日

二
十
四
回

津
競
走
場

百
八
十
日

十
二
回

三
国
競
走
場

百
八
十
日

十
二
回

琵
琶
湖
競
走
場

百
七
十
四
日

十
二
回

住
之
江
競
走
場

百
八
十
六
日

二
十
四
回

尼
崎
競
走
場

百
七
十
四
日

二
十
四
回

鳴
門
競
走
場

百
七
十
四
日

二
十
四
回

丸
亀
競
走
場

百
九
十
四
日

二
十
五
回

児
島
競
走
場

百
八
十
八
日

二
十
四
回

宮
島
競
走
場

百
八
十
九
日

十
二
回

徳
山
競
走
場

百
八
十
日

十
二
回

下
関
競
走
場

百
八
十
六
日

十
二
回

二

一
施
行
者
当
た
り
の
開
催
回
数

施

行

者

名

開
催
回
数

み
ど
り
市

十
二
回

戸
田
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
団

十
二
回

埼
玉
県
都
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業

団

十
二
回

東
京
都
六
市
競
艇
事
業
組
合

十
二
回

東
京
都
三
市
収
益
事
業
組
合

十
二
回

府
中
市

十
二
回

青
梅
市

十
二
回

東
京
都
四
市
競
艇
事
業
組
合

十
二
回

浜
名
湖
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
団

十
二
回

蒲
郡
市

十
二
回

常
滑
市

十
二
回

半
田
市

十
二
回

津
市

十
二
回

越
前
三
国
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
団

十
二
回

滋
賀
県

十
二
回

大
阪
府
都
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業

団

十
二
回

箕
面
市

十
二
回

尼
崎
市

十
二
回

伊
丹
市

十
二
回

鳴
門
市

十
二
回

松
茂
町
ほ
か
二
町
ボ
ー
ト
レ
ー
ス

事
業
組
合

十
二
回

丸
亀
市

十
二
回

香
川
県
中
部
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業

組
合

十
二
回

若
松
競
走
場

百
八
十
六
日

二
十
四
回

芦
屋
競
走
場

百
八
十
日

十
二
回

福
岡
競
走
場

百
八
十
日

二
十
四
回

唐
津
競
走
場

百
八
十
六
日

十
二
回

大
村
競
走
場

百
九
十
三
日

十
三
回

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
公
正
取
引
委
員
会
告
示
第
一
号

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
の
事
務
所
の
場
所
を
変
更
し

た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

公
正
取
引
委
員
会
委
員
長

茶
谷

栄
治

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
二
番
三
号

虎
ノ
門
ア
ル
セ
ア
タ
ワ
ー

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
官
房
総
務
課
内

〇
総
務
省
告
示
第
三
十
五
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
の
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る

総
務
大
臣
の
定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
締
結
さ
れ
る
調
達
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

総
務
大
臣

林

芳
正

〇
財
務
省
告
示
第
二
十
八
号

国
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
三
百
号
）
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の
定
め
る
区
分
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
の

定
め
る
額
は
、
当
該
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
締
結
さ
れ
る
調
達
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
並

び
に
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
に
係
る
一
競
走
場
当
た
り
の
開
催

日
数
及
び
開
催
回
数
並
び
に
一
施
行
者
当
た
り
の
開
催
回

数
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日国

土
交
通
大
臣

金
子

恭
之





倉
敷
市

十
二
回

備
南
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
組
合

十
二
回

宮
島
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
団

十
二
回

周
南
市

十
二
回

下
関
市

十
二
回

北
九
州
市

十
二
回

中
間
市
行
橋
市
競
艇
組
合

十
二
回

芦
屋
町

十
二
回

福
岡
市

十
二
回

福
岡
都
市
圏
広
域
行
政
事
業
組
合

十
二
回

唐
津
市

十
二
回

大
村
市

十
二
回

そ

の

他

告

示

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

古
屋

正
隆

選
挙
区
名

場

所

日

時

北
海
道

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
時
三
十
分

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

東
北

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
一
時

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

北
関
東

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
一
時
三
十
分

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

南
関
東

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
時
三
十
分

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

東
京
都

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
一
時

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

北
陸
信
越

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
時
三
十
分

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

東
海

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
一
時

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

近
畿

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
時
三
十
分

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

中
国

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
一
時

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

四
国

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
時
三
十
分

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

九
州

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

令
和
八
年
二
月
十
三
日
午
前
十
一
時

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
十
六
号

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職

選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
会
の
場
所
及
び
日
時
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

古
屋

正
隆

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館

総
務
省
内
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
十
三
日

午
後
一
時

〇
中
央
選
挙
管
理
会
告
示
第
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
七
月
十
日
執
行
の
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
欠
員
に
よ
る
繰
上
補
充
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

中
央
選
挙
管
理
会
委
員
長

古
屋

正
隆

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
一
月
三
十
日

午
後
三
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
海
道
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
海
道
選
挙
区
選
挙
長

古
屋

正
隆

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
東
北
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
東
北
選
挙
区
選
挙
長

古
屋

正
隆

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
関
東
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
関
東
選
挙
区
選
挙
長

古
屋

正
隆

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
南
関
東
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
南
関
東
選
挙
区
選
挙
長

門
山

泰
明

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時





名

称

変
更
前
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

変
更
後
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

変
更
の
日

大
分
県
経
営
者
協

会

大
分
県
大
分
市
中
央
町
二
丁
目
九
番

二
十
七
号

大
分
県
大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番

四
号

令
和
元
年

十
二
月
二

十
一
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

北
海
道
商
工
会
連
合
会

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北
一
条
西
七
丁
目
一
番
地

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
経
営
者
協
会

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
追
手
町
十
番
三
百
三
号

徳
島
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

徳
島
県
徳
島
市
南
末
広
町
五
番
八

八
号

大
分
県
経
営
者
協
会

大
分
県
大
分
市
金
池
町
二
丁
目
三
番
四
号

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
東
京
都
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
東
京
都
選
挙
区
選
挙
長

門
山

泰
明

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
陸
信
越
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
北
陸
信
越
選
挙
区
選
挙
長

城
島

光
力

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
東
海
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
東
海
選
挙
区
選
挙
長

城
島

光
力

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
近
畿
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
近
畿
選
挙
区
選
挙
長

佐
々
木
信
夫

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
中
国
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
中
国
選
挙
区
選
挙
長

佐
々
木
信
夫

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
四
国
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
四
国
選
挙
区
選
挙
長

魚
住
裕
一
郎

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
九
州
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に
つ
き
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
届
出
の

あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
を
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
九
州
選
挙
区
選
挙
長

魚
住
裕
一
郎

場

所

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
二
号

中
央
合
同
庁
舎
第
二
号
館
五
階

選
挙
部
会
議
室

日

時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
後
二
時

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
六
号

平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号
を
も
っ
て
告
示
し
た
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
か

ら
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業

務
を
行
う
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
七
号

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
次
世
代
育

成
支
援
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
指
定
を
、
次
の
団
体
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
一
月
三
十
日
付
け
で
取
り
消
し
た

の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎
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〇 農 林 水 産 省 告 示 第 八 十 三 号

食 品 等 の 流 通 の 合 理 化 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す

る 法 律 及 び 卸 売 市 場 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令

和 七 年 法 律 第 六 十 九 号 ） 附 則 第 八 条 第 一 項 の 規 定

に 基 づ き 、 同 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 食 品

等 の 持 続 的 な 供 給 を 実 現 す る た め の 食 品 等 事 業 者

に よ る 事 業 活 動 の 促 進 及 び 食 品 等 の 取 引 の 適 正 化

に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 五 十 九 号 ） 第 三 十

三 条 第 一 項 の 規 定 の 例 に よ り 、 食 品 等 の 持 続 的 な

供 給 を 実 現 す る た め の 食 品 等 の 取 引 の 適 正 化 に 関

す る 基 本 的 な 方 針 を 次 の よ う に 定 め た の で 、 同 条

第 六 項 の 規 定 の 例 に よ り 公 表 す る 。

令 和 八 年 一 月 三 十 日
農 林 水 産 大 臣 鈴 木 憲 和

食品等の持続的な供給を実現するための食
品等の取引の適正化に関する基本的な方針

第１ 食品等の持続的な供給を実現するための食
品等の取引の適正化の推進の意義
食料は、人間の生命の維持に欠くことができ
ないものであるだけでなく、健康で充実した生
活の基礎として重要なものである。しかしなが
ら、食料を取り巻く環境は、肥料、飼料等の生
産資材費、物流費、人件費等が上昇しているこ
とにより、食料の供給に要する費用が増加傾向
にある一方で、長期にわたるデフレ経済や実質
賃金の低下によって、低価格の商品が消費者に
選好され、生産から販売に至る各段階において
当該費用を取引価格に十分に反映することが難
しい状況が続いてきた。これは、飲食料品等は、
一般的に短期間で品質が低下しやすいことなど
から、売り手の取引上の地位が弱くなる場合が
あること、生活必需品にあっては恒常的に売買
されるため、消費者の「いつもこのぐらいの値
段で購入できている」といった値頃感が意識さ
れた取引が行われやすいことに起因していると
考えられる。
加えて、売り手の取引上の地位が弱いこと等
に起因した食品小売事業者への納品期限を商品
特性を考慮せず一律に製造日から賞味期限まで
の期間の三分の一に設定するといった商慣習
や、発注から納品までの期間を必要以上に短く
設定するといった商慣習、サプライチェーン全
体の関係者の連携なしには改善が進まない物流
の課題等により、持続的な食料供給を阻害する
過大な費用負担や労働等が生じている。

こうした状況の中で、将来にわたって持続的
な食料供給を実現していくためには、生産から
販売に至る各段階において生産性の向上や流通
の改善に向けた取組が行われることが重要であ
るとともに、農業者、食品産業の事業者、消費
者その他の食料システムの関係者により、食料
の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮し
た価格形成が行われる環境整備を進める必要が
ある。加えて、食品廃棄の抑制、環境負荷低減、
サプライチェーン全体での省人化・省力化等に
つながる商慣習の見直し等を積極的に行うこと
ができる環境整備を進める必要がある。
このため、飲食料品等の製造、加工、流通又
は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品
等の生産の事業を行う農林漁業者（以下「飲食
料品等事業者等」という。）は、その取引におい
て、
 その取り扱う飲食料品等の持続的な供給に
要する費用等を示して取引条件に関する協議
の申出があった場合に誠実に協議に応じるこ
と
 商慣習の見直し等に関する提案がなされた
場合に必要な検討及び協力を行うこと
に努めることにより、飲食料品等の持続的な供
給を実現するための取引の適正化を促進する必
要がある。
特に、時の経過によりその品質が特に低下し
やすいこと、日常の生活必需品として日々その
売買がされること等の性質により、十分な協議
が行われずに取引条件が決定される傾向がある
ことなど、持続的な供給に要する費用について
認識しにくい飲食料品等については、農林水産
大臣がこれを指定するとともに、指定を受けた
飲食料品等について持続的な供給に要する費用
に関する指標を作成・公表する者を認定してそ
の取組を推進することで、飲食料品等事業者等
間の持続的な供給に要する費用を考慮した取引
条件の協議を促進する必要がある。
さらに、こうした取引の適正化に関する取組
を浸透させていくには、食料システムの関係者、
とりわけ消費者からの理解を得られることが重
要であることから、国をはじめとする行政機関
は、飲食料品等事業者等及び消費者の理解醸成
に取り組む必要がある。

第２ 飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料
品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な
事項
１ 食料の価格は、需給事情や品質評価が適切
に反映され、当事者間で決定されることが基
本であるが、将来にわたって持続的な食料供
給を実現していくためには、食料の供給に要
する費用を取引価格に反映できる環境を整備
する必要がある。こうした環境整備を進める
上では、飲食料品等事業者等は、生産、製造、
加工、流通又は販売の各段階においてその取
り扱う飲食料品等の供給のために要する費用
を自ら把握することに努めるとともに、当該
費用が取引価格に反映できていないと思料す
る場合は、取引の相手方に対して取引条件に
関する協議の申出をするといった具体の行動
を起こすことが重要である。また、協議の申
出を受けた者は、飲食料品等は多くが短期間
で品質が低下しやすい性質を有するため、そ
の取引の当事者間で取引上の地位に格差が生
ずる場合があることに鑑み、取引の相手方が
協議を申し出ることや継続することを断念す
ることがないよう、速やかに対応すること、
必要以上に詳細な費用の内訳の提出を求める
など過度な負担を強いないこと、立場の強さ
を利用して一方的な取引価格の決定をしない
ことなどにより誠実に当該協議に応じる必要
がある。

３ さらに、これらの協議の申出又は商慣習の
見直し等の提案（以下「協議の申出等」とい
う。）を受けた者は、協議の申出等のみを理由
として、取引の相手方に対して、取引数量の
削減、取引の停止などの不利益な取扱いを行
わないことはもちろんのこと、協議の申出等
をした者が納得して受け入れられるよう、検
討結果及びその理由について具体的な説明を
行うことが必要である。また、双方の認識の
齟齬を解消し、問題を未然に防止する観点か
ら、協議等を行った記録を双方で作成し、保
管することが望まれる。なお、協議の申出等
がしやすい環境の整備に当たっては、売り手
からの協議の申出等だけではなく、買い手か
ら積極的に売り手の状況を把握する機会を設
けることが重要である。
４ こうした取組の実効性を確保するため、農
林水産大臣は、協議の申出等を受けた者が第
１の及びの努力義務を確実に果たすよ
う、判断基準に照らして、指導及び助言並び
に勧告及び公表の措置を行う。

２ 加えて、商慣習を理由に、取引の相手方に
対して、正当な理由もなく、不利益を与え続
けることは、食品廃棄だけではなく、廃棄が
なければ発生しなかった費用等の負担を強い
ることとなり、持続的な食料供給に支障を来
すおそれがある。さらに、人手不足が深刻化
する中で、サプライチェーン全体の関係者の
連携の下、食品産業における流通の効率化が
図られなければ、同様の事態が生じるおそれ
がある。このため、飲食料品等事業者等は、
その取り扱う飲食料品等の持続的な供給を図
るため、商慣習の見直し等が必要であると思
料する場合は、取引の相手方に対してその見
直しの提案を行うことが重要である。また、
前述のとおり取引上の地位に格差がある中
で、当該提案に誠実に向き合ってもらえずに
取引の相手方が提案を断念することがないよ
う、提案を受けた者は、速やかに取引の相手
方との間で必要な検討を行い、協力できる部

分は速やかに実行に移すことが必要である。
これらにより、双方が納得できる商慣習等に
見直すことが重要である。

第３ 指定飲食料品等に係る措置に関する事項
１ 持続的な供給に要する費用が認識しにくい
飲食料品等として農林水産大臣が指定する指
定飲食料品等については、取引条件の協議に
当たり、参照すべき指標が作成され、当該指
標を活用できることが重要である。
このため、指定飲食料品等の持続的な供給
に要する費用の明確化に資するよう、農林水
産大臣は、当該費用に関して参照すべき指標
の作成及び当該指標の作成に資する資料の収
集並びに当該指標の公表する者の認定を行
う。また、当該認定を受けた認定指標作成等
団体は、飲食料品等事業者等間の取引条件の
協議を促進し、最終的な購入者である消費者
の理解を得るため、食料システムの関係者に
対して指定飲食料品等の持続的な供給の必要
性及び当該指標に対する理解増進のための情
報の提供を行うことが必要である。
なお、当該指標は、取引条件の協議に当た
り、持続的な供給に要する費用を説明する際
の参考として活用できるものであって、価格
等の取引条件については、これを踏まえた上
で当事者間の協議により決定されるものであ
る。


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２ 指定飲食料品等の持続的な供給に要する費
用に関して参照すべき指標については、生産
から販売に至る多くの関係者が活用するほ
か、消費者の理解を得る上で重要なものであ
るため、公正で信頼できる指標であることが
求められる。このため、当該指標の作成に当
たっては、当該指標を作成する必要性につい
て関係者の認識の共有が図られた上で、当該
指定飲食料品等の生産、製造、加工、流通又
は販売のうち、複数の段階の事業者・事業者
団体が参画することにより、生産から販売ま
でのいずれかの段階に有利な指標とならない
ようにする必要がある。さらに、当該指標を
作成する認定指標作成等団体が正確な情報提
供を受けることができるよう、当該団体の役
職員に対して秘密保持義務を課すことによ
り、当該団体の専門性と独立性を確保する必
要がある。
３ 加えて、指定飲食料品等の持続的な供給に
要する費用に関して参照すべき指標は以下の
事項を満たす必要がある。
 品目ごとの実情を踏まえ、産地、作型、
収量、販売地等を設定した上で作成する。
 品目ごとの実情を踏まえ、生産、製造、
加工、流通又は販売の各段階で要する費用
を明らかにした上で、それらを積算したも
のを指標とする。その際、基準となる年の
指標を原則として実数により作成した上
で、各段階の費用のうち労働費や輸送費等
の費目ごとに、公的統計を利用して基準と
なる年から直近年又は直近月までの間の物
価変動率等で補正すること等により、最新
の指標とする。なお、当該指標は、生産か
ら販売までに要する費用を積算したもので
あるため、利潤はその対象外である。
 指標の作成に当たっては、客観性が担保
されるよう、公的統計や農林水産省が行う
調査の結果、業界団体等が公表するデータ
等を、出典を明らかにした上で可能な限り
活用することとし、それらの資料のみでは
不足する情報については、認定指標作成等
団体が調査方法を明らかにするなど公正か
つ信頼できる方法により適切にデータを収
集する。

 指標の公表日からおおむね１年ごとに指
標の改定を行う。なお、費用の急激な変化
等、特段の事情が生じた場合には、随時改
定することも可能とする。
 作成された指標は、品目ごとに収穫時期
や取引が行われる時期等を考慮し、適切な
公表時期を設定した上で、認定指標作成等
団体に加え、指標の作成に参画する者の
ウェブサイトに掲載する等、食料システム
の関係者が閲覧可能な形で公表する。

４ 認定指標作成等団体は、指標の作成・公表
に当たっては、品目ごとの実情を踏まえ、飲
食料品等事業者等が取引条件の協議において
地形条件や産地による違い等を考慮して指標
を活用することができるよう、工夫すること
も望まれる。
５ また、認定指標作成等団体は、食料システ
ムの関係者、とりわけ消費者が、指定飲食料
品等の持続的な供給の必要性及び指標に対す
る理解を深めることに資するよう、作成した
指標について、生産から販売までに要する費
用を容易に認識できるような効果的な情報提
供を行うとともに、指定飲食料品等の特性や
背景事情をわかりやすく伝える。

第４ 食品等の取引の適正化に関し、一般消費者
その他の関係者による理解の増進に関する基本
的な事項
１ 持続的な食料供給の実現を図るためには、
飲食料品等の持続的な供給に要する費用の考
慮や納品期限の緩和をはじめとする飲食料品
等の持続的な供給に資する商慣習の見直し等
が重要であり、このためには食料システムの
幅広い関係者の理解が必要不可欠となる。こ
のため、農林水産大臣は、関係行政機関と連
携して、広報活動その他の活動を通じて、食
品等の持続的な供給を実現するための施策に
関して関係者の理解を深めるとともに、その
施策の実施に関する協力を求めるよう努め
る。
２ また、食品等は最終的に消費者に購入され
ることが前提であるため、消費者の値頃感に
基づいた価格決定により食品等の供給に要す
る費用を取引価格に反映できない事態や、定
着している商慣習等が消費者の選択行動を背
景として見直すことが困難な事態が続けば、
持続的な食料供給の実現を図ることが困難と

なる。このように、消費者の理解がとりわけ
重要であることから、消費者は、農林漁業を
はじめとするサプライチェーン全体の現場や
実情に対する理解を深め、食品等が自らの手
元に届くまでにどのくらいの費用が掛かって
いるのかを意識するとともに、食品廃棄の発
生の抑制に資する選択行動をすることなどに
より、食品等の持続的な供給に寄与するよう、
日々の行動変容を起こすことが望まれる。

第５ その他食品等の取引の適正化の推進に関し
必要な事項
１ 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化が
図られるよう、食品等の取引の状況、取引条
件に関する協議の状況その他食品等の取引の
実態を把握するため、食品等取引実態調査を
実施するとともに、食品等の取引に係る不適
正な事案の情報等を受け付ける情報受付窓口
を設置する。これらの取組で得られた情報に
基づき、第２の４に規定する措置を行うほか、

個別の回答者や事業者が特定されないように
配慮の上、当該調査の結果や当該措置の対象
となった事例等を定期的に公表することによ
り、当該措置の対象となる行為を明らかにす
ることで飲食料品等の取引を行う者に対して
法令遵守と注意喚起を促すとともに、飲食料
品等の取引を行う者が様々な取組事例を把握
することで、食品等の取引の適正化を図るた
めに自らが取るべき行動を考えるきっかけを
作る。
２ 農林水産大臣は、１で把握した情報のうち、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律（昭和22年法律第54号）第２条第９項に
規定する「不公正な取引方法」に該当するこ
とが疑われる事実があると思料する場合に
は、公正取引委員会に対し、その事実を通知
する。また、食品等の取引の適正化を図るた
め、関係法令を所管する行政機関との情報の
共有その他の必要な連携に努める。

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 二 百 二 十 八 号

次 の よ う に 高 速 自 動 車 国 道 の 供 用 を 開 始 す る の で 、 高 速 自 動 車 国 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 七 十 九

号 ） 第 七 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 一 月 三 十 日 か ら 三 十 日 間 国 土 交 通 省 近 畿 地 方 整 備 局 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。

令 和 八 年 一 月 三 十 日 国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供 用 開 始 の 期 日

中 央 自 動 車 道

西 宮 線

滋 賀 県 犬 上 郡 多 賀 町 大 字 敏 満 寺 字 磨 四 四 〇 番 か ら 同 県

犬 上 郡 多 賀 町 大 字 敏 満 寺 字 北 裏 五 八 三 番 九 ま で

令 和 八 年 一 月 三 十 一 日 〇 時

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 二 百 二 十 九 号

独 立 行 政 法 人 日 本 高 速 道 路 保 有 ・ 債 務 返 済 機 構 に お い て 令 和 八 年 二 月 一 日 付 け で 、 次 の よ う に 道 路

の 区 域 を 変 更 す る の で 、 高 速 自 動 車 国 道 法 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 七 十 九 号 ） 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 一 月 三 十 日 か ら 三 十 日 間 国 土 交 通 省 中 国 地 方 整 備 局 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。

令 和 八 年 一 月 三 十 日 国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之





登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
七
年
十
二
月
二
十

五
日

株
式
会
社
ロ
ジ
ク
エ
ス
ト

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町

二
丁
目
二
番
一
号
新
大
手

ビ
ル
四
階

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習

登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
七
年
十
二
月
二
十

五
日

一
般
社
団
法
人
こ
こ
ろ
ー

ど

東
京
都
大
田
区
蒲
田
五
丁

目
一
五
番
八
号

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習

登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
七
年
十
二
月
二
十

六
日

学
校
法
人
天
美
学
園

大
阪
府
松
原
市
東
新
町
一

丁
目
一
七
番
三
六
号

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習

登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
七
年
十
二
月
二
十

六
日

と
ち
ぎ
安
全
教
育
セ
ン

タ
ー
株
式
会
社

栃
木
県
宇
都
宮
市
鷺
の
谷

町
二
三
四

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習

登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
八
年
一
月
六
日

株
式
会
社
大
宮
自
動
車
教

習
所

茨
城
県
常
陸
大
宮
市
下
村

田
二
五
一
八

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
講
習

登
録
年
月
日

名
称

住
所

種
類

令
和
七
年
十
二
月
二
十

六
日

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事

故
対
策
機
構

東
京
都
墨
田
区
錦
糸
三
丁

目
二
番
一
号
ア
ル
カ
イ
ー

ス
ト
十
九
階

貨
物
軽
自
動
車
安
全
管
理

者
定
期
講
習

叙
位
・
叙
勲

皇
室
事
項

官
庁
報
告

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
号

次
の
よ
う
に
高
速
自
動
車
国
道
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

山
陽
自
動
車
道

吹
田
山
口
線

岡
山
市
北
区
今
岡
五
六
二
番
か
ら
同
市
北
区
今
岡
七
五
〇
番
ま
で

令
和
八
年
二
月
一
日
十
五
時

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
一
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安
全

管
理
者
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
二
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安
全

管
理
者
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
三
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安
全

管
理
者
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安
全

管
理
者
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
五
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安
全

管
理
者
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
三
十
六
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
貨
物
軽
自
動
車
安

全
管
理
者
定
期
講
習
を
行
う
者
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示

す
る
。令

和
八
年
一
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

〇
返
上
の
請
願

寺
澤

次
雄

前
田

俊
武

勲
章
返
上
の
請
願
の
件
許
可
さ
れ
た
（
各
通
）（
一
月
二
十

日
）

御
答
信

天
皇
陛
下
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
一
日
ラ
オ
ス
国
家
主

席
閣
下
へ
発
せ
ら
れ
た
御
祝
電
に
対
し
、
一
月
十
五
日
御

答
信
が
あ
っ
た
。





公 告

令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

有権者申出方

元当局所属公証人小 輝信の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から６か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和８年１月 30 日 名古屋法務局





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

公 示 催 告

失踪に関する届出の催告

失 踪 宣 告






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定

破産手続開始

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告

免責許可申立てに関する意見
申述期間

特別清算開始

令和７年（ヒ）第１１号
新潟県長岡市十二潟町534番地49
清算株式会社 株式会社東洋冶金
代表清算人 西尾 陽子
１ 決定年月日 令和８年１月19日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

新潟地方裁判所長岡支部






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

２ 弁済の方法（上記１に該当する事実が発
生した場合）
 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地に
おいて行う。ただし、本協定債権者が金融
機関の口座を指定して振込を希望した場合
には、当該口座に振込む方法により支払う
ものとし、振込に要する費用は会社の負担
とする。
 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる１円未満の端数は切り捨てる。
 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のや
むを得ない事情により弁済することができ
なかった場合、速やかに供託を行なうもの
とし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損
害金等は生じないものとする。

（別紙省略）
以上

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第２０７３号
東京都千代田区麹町４丁目３番29号ＶＯＲＴ
紀尾井坂６階
清算株式会社 ＴＸＳ２号株式会社
代表清算人 小木曽文昭

令和８年（ヒ）第１号
静岡県焼津市大栄町１丁目９番20号
清算株式会社 株式会社静竹本店
代表清算人 佐藤 直子
１ 決定年月日 令和８年１月20日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

静岡地方裁判所民事第２部
令和８年（ヒ）第１号
岡山県倉敷市大畠1666番地の２
清算株式会社 株式会社ＨＳ
代表清算人 永山 久徳
１ 決定年月日 令和８年１月20日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

岡山地方裁判所第３民事部
令和８年（ヒ）第２号
岡山県倉敷市大畠1666番地の２
清算株式会社 株式会社ＨＲ
代表清算人 永山 久徳
１ 決定年月日 令和８年１月20日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

岡山地方裁判所第３民事部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第６号
奈良県宇陀市室生龍口138番地
清算株式会社 株式会社たたみ工房たなか
１ 決定年月日 令和７年12月10日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

奈良地方裁判所葛城支部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第２０７２号
東京都千代田区麹町４丁目３番29号ＶＯＲＴ
紀尾井坂６階
清算株式会社 ＴＸＳ１号株式会社
代表清算人 小木曽文昭
１ 決定年月日 令和８年１月16日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 協定債権の権利変更
協定債権（以下当該債権に係る債権者を「協
定債権者」という）については、以下のとお
り権利変更を受ける。
 債権債務の確認
ＴＸＳ１号株式会社（以下「会社」と
いう）が各協定債権者に対し負担している
令和６年11月30日時点の債権元本、利息及

び遅延損害金の合計額は、別紙協定別表の
「債権額」欄記載の額であることを確認す
る。
 協定債権者による債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定が確定
したときは、会社が協定債権者に対して負
担する一切の債務を免除する。
 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、会社に新たな財産が発見された
ときは、速やかにこれを換価し、山﨑芳文
を除く各協定債権者（以下「本協定債権者」
という）に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を、別紙協定別表の「配当
基準額」で按分して支払う。この場合にお
いては、前記の規定により会社が受けた
債務の免除は、新たにされた弁済の限度で
効力を失うものとする。

令和７年（ヒ）第１００８号
横浜市神奈川区新子安１丁目32番５号
清算株式会社 ＳＫ興産株式会社
代表清算人 松本 善司
１ 決定年月日 令和８年１月16日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 各協定債権者は、清算株式会社に対し、協
定債権額並びに清算株式会社解散日以降に発
生する利息及び遅延損害金の全額につき、そ
の支払を免除する。
２ 清算人は、清算株式会社に新たな財産が発
見されたときは、速やかにこれを換価し、各
協定債権者に対し、換価代金から必要な費用
を控除した残額を協定債権額の割合に応じて
支払う。この場合においては、各協定債権者
が前項の規定により行った協定債権に係る債
務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力
を失うものとする。

以上
横浜地方裁判所第３民事部

監 督 命 令

小規模個人再生による再生手
続開始

１ 決定年月日 令和８年１月16日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 協定債権の権利変更
協定債権（以下当該債権に係る債権者を「協
定債権者」という）については、以下のとお
り権利変更を受ける。
 債権債務の確認
ＴＸＳ２号株式会社（以下「会社」と
いう）が各協定債権者に対し負担している
令和６年11月30日時点の債権元本、利息及
び遅延損害金の合計額は、別紙協定案別表
の「債権額」欄記載の額であることを確認
する。
 協定債権者による債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定が確定
したときは、会社が協定債権者に対して負
担する一切の債務を免除する。
 新たな財産が発見された場合の追加弁済
会社は、会社に新たな財産が発見された
ときは、速やかにこれを換価し、ＴＸＳ
１号株式会社及び山﨑芳文を除く各協定債
権者（以下「本協定債権者」という）に対
し、換価代金から必要な費用を控除した残
額を、別紙協定別表の「配当基準額」で按
分して支払う。この場合においては、前記
の規定により会社が受けた債務の免除
は、新たにされた弁済の限度で効力を失う
ものとする。

２ 弁済の方法（上記１に該当する事実が発
生した場合）
 支払の方法
協定債権の弁済は、会社の本店所在地に
おいて行う。ただし、本協定債権者が金融
機関の口座を指定して振込を希望した場合
には、当該口座に振込む方法により支払う
ものとし、振込に要する費用は会社の負担
とする。
 弁済額計算における端数の処理
協定債権の弁済額を計算するにあたって
生じる１円未満の端数は切り捨てる。
 本協定債権者の弁済受領不能等
会社は、本協定債権者の住所変更等のや
むを得ない事情により弁済することができ
なかった場合、速やかに供託を行なうもの
とし、弁済に遅延した期間にかかる遅延損
害金等は生じないものとする。

（別紙省略）
以上

東京地方裁判所民事第20部

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金
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日
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号

官
報
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令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定


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和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生計
画取消

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画取消

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告





令
和

年

月


日
金
曜
日

第




号

官
報

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 金曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
法
人
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岩
手
県
一
関
市
八
幡
町
二
番
四
三
号

（
甲
）
社
団
医
療
法
人
西
城
病
院

理
事
長

水
野

生
一

岩
手
県
一
関
市
大
手
町
三
番
三
六
号

（
乙
）
医
療
法
人
博
愛
会

理
事
長

佐
藤

隆
次

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
〇
八
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

六
十
六
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
綾
ノ
町
一
六
番
地

（
甲
）
ク
レ
ハ
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

通
浩

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
釈
迦
堂
一
番
地

（
乙
）
ク
レ
ハ
工
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

園
部

好
文

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

六
十
六
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
〇
九
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
作
鞍
一
四
〇
番
地

（
甲
）
ク
レ
ハ
電
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役

児
玉

浩
二

福
島
県
い
わ
き
市
錦
町
作
鞍
一
四
〇
番
地

（
乙
）
ク
レ
ハ
設
備
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

忍

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
六
日

掲
載
頁

一
三
二
頁
（
号
外
第
一
二
五
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
五
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｎ
ｏ
．
１

（
法
人
番
号

8010001136248

）

代
表
取
締
役

辰
已

崇
之

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
五
番
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｎ
ｏ
．
１
デ
ジ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン（

法
人
番
号

1011001090581

）

代
表
取
締
役

竹
澤

薫

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
二
二
頁
（
号
外
第
一
七
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
一
番
三
号

（
甲
）
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ヤ
フ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

出
澤

剛

東
京
都
品
川
区
西
品
川
一
丁
目
一
番
一
号

（
乙
）
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
田

貴
司

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
一
二
七
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
須
田
町
一
丁
目
二
四
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
ハ
ー
バ
ー
研
究
所

代
表
取
締
役

西

幹
男

千
葉
県
香
取
郡
多
古
町
水
戸
一
番
地
七
八

（
乙
）
ハ
ー
バ
ー
コ
ス
メ
テ
ィ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
田

直

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

四
十
一
頁
（
号
外
第
一
三
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
東
町
二
丁
目
二
九
二

番
地
一

（
甲
）
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

社
長
執
行
役
員

笹
澤

純
人

新
潟
県
見
附
市
新
幸
町
九
番
三
号

（
乙
）
日
特
コ
イ
デ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

田
中

靖
人





令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
法
人
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.to
u
sh
in
.o
r.jp
/

（
丙
）h

ttp
s://w

w
w
.jia
a
.o
r.jp

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
一
丁
目
五
番
八
号

（
甲
）
一
般
社
団
法
人
資
産
運
用
業
協
会
設
立

準
備
法
人

代
表
理
事

大
場

昭
義

代
表
理
事

松
下

浩
一

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
二
番
一
号

（
乙
）
一
般
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会

代
表
理
事

松
下

浩
一

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
一
丁
目
五
番
八
号

（
東
京
証
券
会
館
）

（
丙
）
一
般
社
団
法
人
日
本
投
資
顧
問
業
協
会

代
表
理
事

大
場

昭
義

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.p
a
rk
er.h
o
k
k
a
id
o
.jp

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
一
六
番
八
号

（
甲
）
日
本
パ
ー
カ
ラ
イ
ジ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

青
山

雅
之

北
海
道
苫
小
牧
市
字
沼
ノ
端
一
八
番
地
の
一
〇
二

（
乙
）
北
海
道
パ
ー
カ
ラ
イ
ジ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
永

恭
太

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
を
経
ず
に
合
併
を
決
定
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.jtb -cw

t.co
m
/co
m
p
a
n
y
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.ts -trv

l.jp
/

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
江
東
区
豊
洲
五
丁
目
六
番
五
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
ビ
ジ
ネ
ス
ト
ラ
ベ
ル

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ

代
表
取
締
役

原
田

雅
裕

東
京
都
台
東
区
上
野
五
丁
目
二
四
番
一
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｔ
Ｓ
ト
ラ
ベ
ル
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

伊
勢

拓
央

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://jp -m

d
.co
.jp

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
二
九
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
二
一
番
一
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｊ
Ｐ
メ
デ
ィ
ア
ダ
イ
レ
ク
ト

代
表
取
締
役
Ｃ
Ｅ
Ｏ

佐
野

公
紀

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
四
丁
目
三
番
六
号

（
乙
）
Ｙ
Ｄ
Ｍ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

影
島

卓

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

掲
載
頁

七
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
三
十
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
八
年
一
月
三
十
日

兵
庫
県
尼
崎
市
七
松
町
一
丁
目
二
番
一

三
〇
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
フ
ァ
ル
シ
オ

代
表
取
締
役

菅
原

喜
規

兵
庫
県
相
生
市
旭
三
丁
目
五
番
一
五
号

（
乙
）
エ
イ
チ
プ
ラ
ス
１
１
株
式
会
社

代
表
取
締
役

竹
内

計
賀

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://w
w
w
.m
d
en
sh
i.jp
/ita
01/

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.m
d
en
sh
i.jp
/tk
c03/

令
和
八
年
一
月
三
十
日

愛
知
県
稲
沢
市
菱
町
一
番
地

（
甲
）
稲
菱
テ
ク
ニ
カ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

天
野

雅
章

千
葉
県
松
戸
市
稔
台
六
丁
目
二
番
地
の
一

（
乙
）
株
式
会
社
ト
ー
カ
ン

代
表
取
締
役

西
田

隆
雄

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日

掲
載
頁

七
頁

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

十
二
頁

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

四
十
五
頁
（
号
外
第
一
三
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
五
丁
目
五
番
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
ア
ジ
ュ
バ
ン
コ
ス
メ
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

田
中

順
子

神
戸
市
中
央
区
下
山
手
通
五
丁
目
五
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
２
Ｃ

代
表
取
締
役

中
村

豊

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://k
essa
n
.in
fo
/584041935.h

tm
l

（
乙
）h

ttp
s://k
essa
n
.in
fo
/581988991.h

tm
l

令
和
八
年
一
月
三
十
日

兵
庫
県
尼
崎
市
元
浜
町
一
丁
目
四
五
番
地

（
甲
）
武
庫
川
化
成
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
根

浩

大
阪
府
茨
木
市
蔵
垣
内
一
丁
目
二
番
一
六
号

（
乙
）
ラ
バ
ー
・
フ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

信
樂

光
男

令
和
八
年
一
月
三
十
日

兵
庫
県
相
生
市
旭
三
丁
目
五
番
一
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
エ
フ
・
シ
ー
・
エ
ム

代
表
取
締
役

竹
内

計
賀

兵
庫
県
尼
崎
市
七
松
町
一
丁
目
二
番
一

三
〇
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ァ
ル
シ
オ

代
表
取
締
役

菅
原

喜
規





令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
に
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
十
五
日

掲
載
頁

一
二
六
頁
（
号
外
第
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
十
五
日

掲
載
頁

一
二
〇
頁
（
号
外
第
八
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

広
島
市
西
区
楠
木
町
一
丁
目
一
五
番
二
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
ウ
エ
ス
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

江
頭
栄
一
郎

広
島
市
西
区
楠
木
町
一
丁
目
一
五
番
二
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
ウ
エ
ス
ト
Ｏ
＆
Ｍ

代
表
取
締
役

宮
本

隆

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
一
月
十
六
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
・
乙
と
も
に
）

掲
載

中
国
新
聞
広
島
版

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

掲
載
頁

二
十
頁

令
和
八
年
一
月
三
十
日

山
口
県
山
口
市
維
新
公
園
三
丁
目
一
二
番
二
五
号

（
甲
）
山
口
ト
ヨ
ペ
ッ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
野

文
夫

山
口
県
山
口
市
維
新
公
園
三
丁
目
一
二
番
二
一
号

（
乙
）
ア
ジ
ュ
ー
ル
オ
ー
ト
モ
ビ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

卜
部

治
久

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

一
六
九
頁
（
号
外
第
一
五
〇
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
九
〇
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

北
九
州
市
小
倉
北
区
西
港
町
一
六
番
地

（
甲
）
日
鉄
高
炉
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

江
頭

秀
起

北
海
道
室
蘭
市
仲
町
六
四
番
地

（
乙
）
日
鉄
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
坂

晋
二

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
Ｍ
Ｏ
Ｎ

Ｏ

Ｘ
（
乙
、
東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
〇
番
一
号

六
本
木
ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー
一
七
階
）
の
Ａ
Ｉ
事
業
に
関
し

て
有
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）h

ttp
s://m

o
n
o -x
.co
m

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
〇
番
一
号
六
本
木

ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー
一
七
階

株
式
会
社
ｋ
ｏ
ｚ
ｏ
ｋ
ａ
Ａ
Ｉ

代
表
取
締
役

藤
井

星
多

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
大
和
自
動
車
交

通
豊
島
株
式
会
社
（
住
所
東
京
都
北
区
豊
島
五
丁
目
一
番

三
二
号
）
に
対
し
て
当
社
の
タ
ク
シ
ー
事
業
の
一
部
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

当
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
一
月
二
十

七
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

掲
載
頁

一
七
七
頁
（
号
外
第
一
七
五
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
北
区
豊
島
五
丁
目
一
番
三
二
号

大
和
自
動
車
交
通
王
子
株
式
会
社

代
表
取
締
役

澤
田
林
三
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
二
十
二
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｂ
Ｅ
Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｄ

Ｔ
Ｈ
Ｅ

Ｃ
Ａ
Ｓ
Ｋ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

北
海
道
函
館
市
元
町
三
二
番
五
号

ビ
ハ
イ
ン
ド
・
ザ
・
カ
ス
ク
合
同
会
社

代
表
社
員

澤
田

凌

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
防
災
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.fu
ru
k
a
w
a
electric.co

m
/

za
im
u
/k
a
n
ren
/a
ew
153.h

tm

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.fu
ru
k
a
w
a
electric.co

m
/

za
im
u
/k
a
n
ren
/ftm
603.h

tm

令
和
八
年
一
月
三
十
日

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
あ
ざ
み
野
南
二
丁
目
一

一
番
一
六
号

（
甲
）
古
河
電
工
パ
ワ
ー
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
野

和
哉

神
奈
川
県
平
塚
市
東
八
幡
五
丁
目
一
番
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
古
河
テ
ク
ノ
マ
テ
リ
ア
ル

代
表
取
締
役

花
谷

健

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
五
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ｈ
ｏ
ｍ
ｅ
ｈ
ａ
ｉ
ｒ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

栃
木
県
大
田
原
市
薄
葉
一
七
七
六
番
地
二

Ｇ
．
Ｂ
．
Ｈ
．
ｈ
ａ
ｉ
ｒ
合
同
会
社

（
法
人
番
号

2060003002069

）

代
表
社
員

中
澤

裕
樹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
と
丙
と
丁
と
戊
と
己
の

権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
と
丙
と
丁
と
戊
と

己
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://w
w
w
.m
eitetsu

u
n
y
u
.co
.jp
/g
k
o
k
a
i/

sh
ik
o
k
u
m
eitetsu

/in
d
ex
.h
tm
l

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.m
eitetsu

u
n
y
u
.co
.jp
/g
k
o
k
a
i/

sh
ik
o
k
u
m
eitetsu

u
n
so
/in
d
ex
.h
tm
l

（
丙
）h

ttp
://w
w
w
.m
eitetsu

u
n
y
u
.co
.jp
/g
k
o
k
a
i/

to
k
u
sh
im
a
m
eitetsu

/in
d
ex
.h
tm
l

（
丁
）h

ttp
://w
w
w
.m
eitetsu

u
n
y
u
.co
.jp
/g
k
o
k
a
i/

m
a
tsu
y
a
m
a
m
eitetsu

/in
d
ex
.h
tm
l

（
戊
）h

ttp
://w
w
w
.m
eitetsu

u
n
y
u
.co
.jp
/g
k
o
k
a
i/

k
o
u
ch
im
eitetsu

/in
d
ex
.h
tm
l

（
己
）h

ttp
://w
w
w
.m
eitetsu

u
n
y
u
.co
.jp
/g
k
o
k
a
i/

n
a
n
y
o
m
eitetsu

/in
d
ex
.h
tm
l

令
和
八
年
一
月
三
十
日

愛
媛
県
松
山
市
空
港
通
四
丁
目
五
番
五
号

（
甲
）
四
国
名
鉄
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

長
谷
川

靖

香
川
県
丸
亀
市
飯
山
町
西
坂
元
四
七
二
番
地
一

（
乙
）
四
国
名
鉄
運
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

越
智

昭
博

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
堤
外
九
〇
番
地

二

（
丙
）
徳
島
名
鉄
急
配
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

越
智

昭
博

愛
媛
県
松
山
市
空
港
通
四
丁
目
五
番
五
号

（
丁
）
松
山
名
鉄
急
配
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

越
智

昭
博

高
知
県
南
国
市
三
和
琴
平
二
丁
目
一
六
三
八
番
地

七

（
戊
）
高
知
名
鉄
急
配
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

坂
井

秀
一

愛
媛
県
大
洲
市
徳
森
字
渡
り
一
三
三
九
番
一

（
己
）
南
予
名
鉄
急
配
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

越
智

昭
博





令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

千
葉
県
浦
安
市
弁
天
四
丁
目
一
九
番
一
六
号

合
同
会
社
Ｔ
Ｋ
オ
フ
ィ
ス

代
表
社
員

山
本

貴
洋

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
板
橋
区
舟
渡
一
丁
目
一
九
番
一
号
オ
ー
タ

ム
ス
ク
エ
ア
二
〇
一

合
同
会
社
モ
ル
ガ
ン

代
表
社
員

秋
葉

雄
太

組
織
変
更
公
告

当
会
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
と
し
、
組
織
変
更

後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｅ
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
渋
谷
区
初
台
一
丁
目
四
五
番
二
号

合
同
会
社
ユ
ニ
テ
ク
ソ
ル

代
表
社
員

林

達
彦

組
織
変
更
公
告

当
社
は
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。
こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
一
六
番
六
号
二
葉

ビ
ル
八
ｂ

合
同
会
社
Ａ
ｄ
ｄ

Ｖ
ａ
ｌ
ｕ
ｅ

代
表
社
員

藤
田

隼
人

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
東
海
ネ
ク
サ
ス
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社
と
し

ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

岐
阜
県
可
児
市
大
森
二
八
七
一

三

紙
ひ
こ
う
き
サ
ー
ド
プ
レ
イ
ス
合
同
会
社

代
表
社
員

田
島

雅
士

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

兵
庫
県

屋
市
親
王
塚
町
一
番
八
号

合
同
会
社
Ｇ
Ｋ

Ｃ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

代
表
社
員

合
同
会
社
Ｍ
Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｋ
Ｉ

職
務
執
行
者

上
月

浩
二

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

兵
庫
県
西
宮
市
高
松
町
八

二
五

一
一
二
〇

ｗ
ｅ
ｂ
ｗ
ｅ
ｂ
合
同
会
社

代
表
社
員

中
村

真
弓

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

福
岡
県
福
岡
市
東
区
香
椎
二
丁
目
五
番
四
〇
号

合
同
会
社
リ
ヒ
ト

代
表
社
員

中
島

大
輔

効
力
発
生
日
変
更
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
一
日
予
定
の
吸
収
分
割
の
効

力
発
生
日
を
令
和
八
年
六
月
一
日
に
変
更
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
四
丁
目
一
七
番
三
号

フ
ァ
ー
ス
ト
ト
ラ
ス
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
木
正
一
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
九
千
九
百
万
円
減
少
し

一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
二
五
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
二
丁
目
六
番
五
号

株
式
会
社
タ
イ
ヤ
ワ
ー
ル
ド
館
ベ
ス
ト

代
表
取
締
役

安
井

仁
志

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
十
七
億
九
千
九
百
三
十
七

万
五
千
円
減
少
し
、
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
八
日

掲
載
頁

一
一
二
頁
（
号
外
第
一
六
六
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
古
ヶ
場
一
丁
目
七
番
一
三
号

株
式
会
社
Ｆ
Ｒ
Ｄ
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

十
河

哲
朗

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
四
千
六
百
七
十
八
万
円

減
少
し
五
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
た
だ

し
、
当
社
が
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権
の
全
部
又
は
一

部
が
資
本
金
の
額
の
減
少
の
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
に
行

使
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
権
利
行
使
に
伴
う
株
式
発
行

に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
の
額
と
同
額
分
を
合
わ
せ
て
減

少
し
、
そ
の
減
少
額
全
部
を
資
本
準
備
金
に
振
替
い
た
し

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
一
番
一
三
号

株
式
会
社
ラ
バ
ブ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

林

雅
之

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
八
千
百
五
十
万
八
千
二

百
九
十
二
円
減
少
し
、
そ
の
減
少
額
全
額
を
資
本
準
備
金

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
一
九
頁
（
号
外
第
二
八
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号
虎
ノ
門
ヒ

ル
ズ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
タ
ワ
ー
一
九
階

株
式
会
社
ク
イ
ー
ン
１

代
表
取
締
役

ホ
ァ
ン
・
イ
ン
・
ユ
ェ
ン

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
九
百
二
十
六
万
円

減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号
パ

シ
フ
ィ
ッ
ク
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
プ
レ
イ
ス
八
階
一
七

六
号
室

株
式
会
社
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
７
７
７

代
表
取
締
役

長
山
太
陽
男

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
千
百
六
十
一
万
六
千
四
百

五
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

掲
載
頁

十
一
頁

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
一
五
番
七
号

株
式
会
社
Ｕ
Ｐ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｒ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

宮
城

徹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
減
少
し
一
億
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
三
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
九
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
一
二
番
二
号

株
式
会
社
め
ち
ゃ
コ
ミ
ッ
ク
Ｇ
Ａ

代
表
取
締
役

平
田

晋
三





令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
億
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://sp

a
ce -co

m
p
a
ss.co

m

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
六
番
一
号

株
式
会
社
Ｓ
ｐ
ａ
ｃ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｓ
ｓ

代
表
取
締
役

堀

茂
弘

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
四
千
九
百
九
十
九
万
六

千
六
百
五
十
六
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

掲
載
頁

六
頁

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
二
番
一
号
住
友
不
動

産
六
本
木
グ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー

株
式
会
社
Ｃ
ｏ
ｇ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｌ
ａ
ｂ
ｓ

代
表
取
締
役

ホ
ワ
イ
ト
ウ
ェ
イ
・
エ
リ
ッ
ク

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
四
百
九
十
万
九
千

六
百
十
五
円
減
少
し
て
一
億
円
と
し
、
減
少
す
る
資
本
金

の
額
の
全
額
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金
と
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
一
階

株
式
会
社
Ｙ
ａ
ｑ
ｕ
ｍ
ｏ

代
表
取
締
役

中
小
司
和
広

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

減
少
す
る
資
本
金
の
額
の
全
額
を
資
本
準
備
金
と
い
た

し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

掲
載
頁

七
十
頁
（
号
外
第
二
八
六
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

山
梨
県
北
杜
市
須
玉
町
穴
平
八
九
〇
番
地
一

エ
ム
エ
ー
テ
ィ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

正
敏

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
一
億
四
千
万
円
減
少
し
、

金
六
千
八
百
五
十
九
万
一
千
六
百
九
十
五
円
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
六
日

掲
載
頁

三
十
頁
（
号
外
第
二
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
敷
地
一
丁
目
三
番
三
五
号

タ
ケ
・
サ
イ
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

武
田

雅
成

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
七
億
五
千
九
百
二
十
一

万
七
千
百
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
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令
和
八
年
一
月
三
十
日

名
古
屋
市
中
区
葵
一
丁
目
二
三
番
一
四
号

株
式
会
社
プ
ロ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

白
木

享

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
万
円
減
少
し
八
百
八
十
八

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

兵
庫
県
宝
塚
市
仁
川
高
丸
二
丁
目
七
番
一
三
号

雨
の
ち
晴
れ
合
同
会
社

代
表
社
員

田
中

稜

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
九
千
九
百
万
円
減
少
し

一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
八
日

掲
載
頁

一
二
二
頁
（
号
外
第
一
六
六
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

福
岡
県
京
都
郡
苅
田
町
大
字
苅
田
字
松
浦
三
七
八

七
番
地
六
二

株
式
会
社
オ
ー
ト
ウ
ェ
イ

代
表
取
締
役

倉
元

進

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
四
千
万
円
減
少
し
一
億

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
減
少
す
る
資
本
金
の

額
全
額
は
資
本
準
備
金
と
い
た
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
三
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.a
stm
a
x
.co
.jp
/

令
和
八
年
一
月
三
十
日

宮
崎
県
え
び
の
市
東
長
江
浦
字
馬
場
九
〇

ア
ス
ト
マ
ッ
ク
ス
え
び
の
地
熱
株
式
会
社

代
表
取
締
役

牛
嶋

英
揚

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
八
千
六
百
十
五
万

七
千
円
減
少
し
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

京
都
府
相
楽
郡
和
束
町
大
字
白
栖
小
字
幸
ノ
栖
二

一
番
地
一

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン
工
房
和
束

代
表
取
締
役

濟
藤

正
広

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
日
を
効
力
発
生
日
と
し
て

資
本
金
の
額
を
二
億
三
六
五
九
万
三
千
円
減
少
し
、
そ
の

全
額
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金
と
し
、
資
本
準
備
金
の
額
を

百
億
四
三
六
三
万
二
四
円
減
少
し
、
そ
の
全
額
を
そ
の
他

資
本
剰
余
金
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
当
社
が
発
行
し
て
い
る
新
株
予
約
権
が
効
力
発

生
日
ま
で
に
行
使
さ
れ
た
場
合
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に

伴
う
株
式
発
行
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
の
額
と
同
額
分

を
合
わ
せ
て
減
少
し
、
そ
の
全
額
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金

と
し
、
増
加
す
る
資
本
準
備
金
の
額
と
同
額
分
を
合
わ
せ

て
減
少
し
、
そ
の
全
額
を
そ
の
他
資
本
剰
余
金
と
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
二
九
番
一
一
号

株
式
会
社
Ｆ
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｎ
Ｏ

代
表
取
締
役

柴
原

祐
喜

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
十
万
円
、
資
本
準
備
金

の
額
を
一
億
五
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
下
宮
比
町
一
番
四
号

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
・
ケ
イ
・
ピ
ー

代
表
取
締
役

大
串

啓
介

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
億
一
千
五
百
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
十
億
二
千
五
百
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ

一
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
減
少
の
効
力

発
生
に
つ
き
、
募
集
株
式
の
発
行
に
よ
り
、
資
本
金
の
額

が
十
億
二
千
五
百
万
円
、
資
本
準
備
金
の
額
が
十
億
二
千

五
百
万
円
と
な
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
西
新
橋
三
丁
目
二
三
番
五
号

郵
船
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
西

英
士





令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
増
額
す
る
予
定
の
資
本
金
の
額
を
九
千
百
万

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
九
千
万
円
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
三
日
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
一
四
番
四
号
プ
レ

リ
ー
銀
座
ビ
ル

株
式
会
社
エ
リ
ク
シ
オ
ン

代
表
取
締
役

檜
山

和
寛

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令
和
八
年

二
月
二
十
四
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権

を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

滋
賀
県
甲
賀
市
甲
賀
町
滝
八
七
九
番
地

滋
賀
県
製
薬
株
式
会
社

代
表
取
締
役

安
井

俊
之

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
九
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
一
万
株
と
す
る
株
式
分
割
に

よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

熊
本
市
南
区
馬
渡
一
丁
目
二
番
三
〇
号

株
式
会
社
ベ
ル
マ
ー
レ
Ｓ

代
表
取
締
役

井
上
さ
な
み

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
九
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
一
万
株
と
す
る
株
式
分
割
に

よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

熊
本
市
南
区
馬
渡
一
丁
目
二
番
三
〇
号

株
式
会
社
ベ
ル
マ
ー
レ
Ｔ

代
表
取
締
役

井
上
さ
な
み

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
付
け
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

山
形
県
西
村
山
郡
河
北
町
谷
地
字
月
山
堂
六
〇
五

番
地

株
式
会
社
荒
木
建
材
店

代
表
取
締
役

荒
木

光
廣

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
一
番
一
六
号

株
式
会
社
ウ
ド
ー
音
楽
事
務
所

代
表
取
締
役

遠
藤

敬
輔

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
二
丁
目
六
番
五
号

株
式
会
社
マ
ー
ケ
ッ
ト
ス
タ
イ
ル

代
表
取
締
役

太
田

孝
則

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

京
都
府
綾
部
市
青
野
町
下
入
ヶ
口
一
二
番
地

タ
マ
ヤ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
村

誠

株
式
交
換
公
告

当
社
（
甲
）
は
株
式
交
換
に
よ
り
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
医
薬
株
式

会
社
（
乙
、
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号
新

宿
ア
イ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
四
階
）
の
発
行
済
株
式
の
全
部
を

取
得
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
に
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
株
式
交
換
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

掲
載
頁

一
七
五
頁
（
号
外
第
二
四
二
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
五
番
一
号
新
宿
ア

イ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
四
階

Ｄ
Ｒ
Ｃ
医
薬
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
崎

成
実

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
宇
田
康

一
郎
及
び
パ
ー
ワ
ン
・
バ
ル
ガ
ヴ
ァ
が
退
任
す
る
こ
と
に

対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら

一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

イ
ン
ド
、バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
、イ
ン
ナ
ー
リ
ン
グ
ロ
ー

ド
、
ド
ム
ル
ー
ル
一
三
九
／
二
五

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
一
号
品
川
イ
ン

タ
ー
シ
テ
ィ
Ａ
棟
二
八
階

Ｓ
ａ
ｓ
ｋ
ｅ
ｎ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｅ

ｓ

Ｌ
ｉ
ｍ
ｉ
ｔ
ｅ
ｄ

日
本
に
お
け
る
代
表
者

宇
田
康
一
郎

日
本
に
お
け
る
代
表
者

パ
ー
ワ
ン
・
バ
ル
ガ
ヴ
ァ

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
の
廃
止
の
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
一
日
を
も
っ
て
第
二
種
金

融
商
品
取
引
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る

顧
客
取
引
の
結
了
の
方
法
並
び
に
第
二
種
金
融
商
品
取
引

業
に
関
し
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
財
産
及
び
そ
の
計
算

に
お
い
て
当
社
が
占
有
す
る
財
産
の
返
還
の
方
法
に
つ
き

ま
し
て
は
、
結
了
が
必
要
な
顧
客
取
引
及
び
返
還
を
必
要

と
す
る
顧
客
財
産
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

以
上
、
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

大
阪
市
西
区
江
戸
堀
一
丁
目
八
番
二
二
号

日
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
本

敦
士





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終

り
か
ら

八

一
二
月
一
日

三
月
一
日

令和年月日 金曜日 第号官 報
吸
収
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提

出
し
て
お
り
ま
す
。

（
乙
）
掲

載

紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
日

掲

載

頁

一
一
三
頁
（
号
外
第
一
三
八
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
東
区
桃
園
二
丁
目
七
番
一
号

（
甲
）
大
石
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
口

博
章

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
西
区
瀬
板
一
丁
目
十
六
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
ア
ク
シ
ス

代
表
取
締
役

山
本

忠
司

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
七
千
五
百
万
円
減

少
し
十
八
億
二
千
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/

p
4rtb
m
p
p
/

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｆ
Ａ
Ｌ

Ｎ
ｏ
．
１
Ｔ
Ｍ
Ｋ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

熊
谷

将
旭

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
二
千
八
百
万
円
減

少
し
二
十
五
億
千
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/

h
6ca
w
k
b
8/

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｆ
Ａ
Ｌ

Ｎ
ｏ
．
２
Ｔ
Ｍ
Ｋ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
二
千
八
百
万
円
減

少
し
六
十
四
億
三
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/

n
x
zjeu
2k
/

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

Ｆ
Ａ
Ｌ

Ｇ
ｉ
ｆ
ｕ

Ｔ
Ｍ
Ｋ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

栗
本

佳
宜

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
億
五
千
四
百
五
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
七
年
十
月
十
五
日
付
官
報

の
号
外
第
二
二
九
号
五
十
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内

滋
賀
竜
王
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
本

顕
三

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
千
九
百
八
十
六
万
七
千

六
百
六
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
通
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/

0123/in
d
ex
.h
tm
l

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ハ
チ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
三
千
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
二
三
五
号
）

令
和
八
年
一
月
三
十
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七

一
二
〇
九

号
株
式
会
社
赤
坂
国
際
会
計
内厚

木
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
本

顕
三

吸
収
信
託
分
割
公
告

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
（
信
託
受
託
者
）
は
、
左
記
の

と
お
り
、
左
記
一
の
信
託
に
つ
き
令
和
八
年
三
月
九
日
を

も
っ
て
吸
収
信
託
分
割
に
よ
り
、
信
託
乙
（
承
継
信
託
）

は
信
託
甲
（
分
割
信
託
）
の
信
託
財
産
に
含
ま
れ
る
不
動

産
の
一
部
を
承
継
し
、
信
託
甲
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
吸
収
信
託
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。

一
、
信
託
の
吸
収
信
託
を
す
る
各
信
託
を
特
定
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

（
信
託
甲

分
割
信
託
）

委
託
者
兼
受
益
者

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
一
〇
番
四
号

株
式
会
社
エ
ス
コ
ン

受
託
者

大
阪
市
中
央
区
備
後
町
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行

信
託
の
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
十
日

信
託
契
約
の
名
称

阪
急
電
鉄
株
式
会
社
と
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
の

間
の
平
成
十
七
年
三
月
十
日
付
不
動
産
管
理
処
分

信
託
契
約
書
（
そ
の
後
の
変
更
等
を
含
む
。）

（
信
託
乙

承
継
信
託
）

委
託
者
兼
受
益
者

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
一
〇
番
四
号

株
式
会
社
エ
ス
コ
ン

受
託
者

大
阪
市
中
央
区
備
後
町
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行

信
託
の
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
三
十
一
日

信
託
契
約
の
名
称

阪
急
電
鉄
株
式
会
社
と
株
式
会
社
り
そ
な
銀
行
の

間
の
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
付
不
動
産
管
理
処

分
信
託
契
約
書
（
そ
の
後
の
変
更
等
を
含
む
。）

二
、
信
託
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
法
務
省
令
第
四
十

一
号
）
第
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

財
産
状
況
開
示
資
料
等
に
つ
い
て
は
、
左
記
連
絡
先

に
ご
照
会
願
い
ま
す
。

三
、
信
託
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
法
務
省
令
第
四
十

一
号
）
第
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

該
当
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

四
、
吸
収
信
託
分
割
の
効
力
発
生
後
の
信
託
甲
及
び
信
託

乙
の
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
履
行
の
見
込
み

い
ず
れ
も
、
債
務
の
履
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な

事
態
は
現
在
の
と
こ
ろ
予
測
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
連
絡
先
に
ご
照
会
下
さ
い
。

五
、
連
絡
先

東
京
都
江
東
区
木
場
一
丁
目
五
番
二
五
号

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行

不
動
産
営
業
部
東
京
不
動
産
サ
ー
ビ
ス
部

電
話
番
号

〇
三

六
七
〇
四

一
四
七
〇

令
和
八
年
一
月
三
十
日

受
託
者

大
阪
市
中
央
区
備
後
町
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
り
そ
な
銀
行

代
表
取
締
役

岩
永

省
一

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日
（
号
外
第
十
六
号
）
公
布
厚

生
労
働
省
令
第
七
号
（
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
）


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